
荒川荒川ではじめる里親里親をはじめる
～子どものためにあなたができること

子ども家庭総合センター在宅支援係フォスタリング担当　☎（３８０２）３７６５申込み・問合せ
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　令和２年度に全国の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は20万5000件を超え、過去最多となり
ました。
　区では、子育てに関する相談業務や一時保護等の児童相談所業務等を担う子ども家庭総合センターを設置
し、地域全体で切れ目のない、一貫した相談・支援を行っています。
　児童虐待の未然防止、早期発見・対応のために、身近に心配な子どもがいたら、すぐに相談してください。

オレンジリボンには子どもの虐待を防止する
というメッセージが込められています

１
い ち は や く

８９   
「だれか」じゃなくて  

 「あなた」から

笑顔と未来、一緒に守りませんか笑顔と未来、一緒に守りませんか

相談・問合せ 子ども家庭総合センター　☎（３８０２）３７６５

11月は児童虐待防止推進月間

令和３年度荒川区議会定例会・９月会議が終わりました令和３年度荒川区議会定例会・９月会議が終わりました

議会事務局議事係　☎内線３６１４問合せ

次のすべてを満たす方
区内在住
心身ともに健康である
子どもの養育への理解・熱意、子どもに対する愛情がある
経済的に困窮していない
家族構成に応じた適切な住環境がある　等

※詳細は、お問い合わせください

対　象

　さまざまな事情のために家庭で生活ができない子どもは、都内に約4000人
います。一定期間、これらの子どもを家庭に迎えて養育する「里親」が必要です。
　区では、「家庭」という居場所を必要とする０～18歳のお子さんを、自宅で
養育する「里親」を募集しています。

里親募集

＆Q A
Q 年齢制限はありますか？

Ａ  20歳以上の方が対象で、上限はありません

Q 子どもがいても里親になれますか？

Ａ  子育て中の方も里親になれます

Q 共働きでも里親になれますか？

Ａ  共働きでも里親になれます

Q 短期間の養育でもよいですか？

Ａ  親の入院や出産等で、１週間～２か月程度の
短期間の養育をお願いする場合もあります

　10月は里親月間です。里親制度への理解
を深めるため、ぜひ、ご参加ください。里親制度への理解を深めるイベント

11月18日、12月16日の㈭期 日 時 間 午前10時～正午

対 象 区内在住の方会 場 子ども家庭総合センター１階相談室１

定 員 各２組程度（申込順） 里親制度や養子縁組制度の説明内 容

来所・電話で締切り 各相談日の２日前 申込方法

里親個別相談会

期 日 11月20日㈯ 時 間 午後２時～４時

対 象 区内在住で、特別養子縁組を検討中のW
ウ ェ ブ

eb会議ができる環境の方

講 師 くれたけ法律事務所弁護士・佐賀豪氏 締切り 11月17日㈬

申込方法 電話・荒川区ホームページで

 特別養子縁組を子どもの権利から考える（オンライン）

内 容 特別養子縁組の法的理解

学童クラブ

問合せ ▶各学童クラブ（上表）　▶児童青少年課児童事業係　☎内線３８３４

を受け付けます令和４年度令和４年度 利用申し込み利用申し込みの
　保護者が働いている等の理由で、放課後に適切な保護
を受けられない区内在住の小学生を対象に、遊びと生活
の場を提供します。

利 用 期 間 令和４年４月１日～５年３月31日
※㈰・㈷等を除く

保育料（月額）
4000円
※おやつ代・延長保育料を除く
※減額・免除の制度があります

学童クラブ名 所在地 電話番号
　南千住四丁目 南千住４-９-７トミンタワー南千

住四丁目内 （３８９１）６５１７
★二瑞小 南千住５-８-１第二瑞光小学校内 （３８０５）４４３１
　南千住第一・第二 南千住６-35-３南千住保育園内 （３８０６）４２５８
　南千住六丁目＊ 南千住６-68-７ （３８０１）７０５０
□汐入＊ 南千住８-２-２汐入ふれあい館内 （３８０３）２０５７
★汐入小＊ 南千住８-２-３汐入小学校内 （３８９１）００６１
★汐入東小 南千住８-14-１都立汐入公園内 （３８０５）２５２３
★三峡小 荒川１-43-１第三峡田小学校内 （３８０１）６０８２
★二峡小 荒川２-30-１第二峡田小学校内 （３８９１）９７８０
□峡田＊ 荒川３-３-10峡田ふれあい館内 （３８０７）２９００
　花の木＊ 荒川５-50-５花の木ひろば館内 （３８１９）２１８１
★九峡小 荒川６-８-１第九峡田小学校内 （３８１９）７９３１
★四峡小 町屋２-11-６第四峡田小学校内 （３８９５）６８８５
★五峡小 町屋３-17-24第五峡田小学校内 （３８９５）４３１５
★大門小＊ 町屋４-27-８大門小学校内 （３８９５）４３１６

学童クラブ名 所在地 電話番号
★七峡小＊ 町屋８-19-12第七峡田小学校内 （３８９５）４７９６
★赤土小 東尾久２-43-９赤土小学校内 （３８１９）３３４９
★尾久小 東尾久５-６-10尾久小学校内 （３８９３）６１１０
□熊野前 東尾久５-９-３熊野前ひろば館内 （３８１９）１１３１
★尾久西小＊ 西尾久５-27-12尾久西小学校内 （３８９３）０１０９
□西尾久 西尾久８-33-31西尾久ふれあい館内 （３８１０）７８１３
　東日暮里＊ 東日暮里１-17-13東日暮里ふれあい館内 （３８０５）２１２２
★三日小 東日暮里３-10-17第三日暮里小学校内 （３８０５）６１２５
□二日小 東日暮里６-19-12 （３８９１）５９７１
□ひぐらし 東日暮里６-28-15ひぐらしふれあい館内

（令和４年４月移転予定） （３８０６）３３０１
★ひぐらし小 西日暮里２-32-25ひぐらし小学校内 （３８０６）４２５９
★六日小＊ 西日暮里６-35-16第六日暮里小学校内 （３８９３）３８２０
★…放課後子ども総合プランを実施（にこにこすくーると一体型の運営）
□… 連携型の放課後子ども総合プランを実施（学校休業日を中心に近隣のにこにこすく

ーると連携）
＊…小学４～６年生も申し込み可

申請書配布・申込期間 11月１日㈪～30日㈫

申 込 み

下表の各学童クラブ・区役所２階児童青少年課で配布する申請書等（荒川
区ホームページからもダウンロード可）に必要事項を記入し、第一希望の
学童クラブへ
※南千住四丁目学童クラブは、令和３年10月１日に利用している児童のみ申し込み可
※ ひぐらし学童クラブは、令和４年４月１日に日暮里学童クラブが移転し、名称変更
※ ひぐらし小学童クラブは、令和４年４月１日に西日暮里二丁目学童クラブから名称
変更

　条例の制定・改正や令和２年度決算の認定等の議案26件
が可決されました。可決した議案は次のとおりです。

 条例の改正（５件）
▶荒川区旅館業法施行条例の一部を改正する条例
▶荒川区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例
▶荒川区環境基本条例の一部を改正する条例
▶荒川区立公園条例の一部を改正する条例
▶荒川区公衆トイレに関する条例の一部を改正する条例
 予算（３件）
▶令和３年度荒川区一般会計補正予算（第４回）
▶ 令和３年度荒川区国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）
▶令和３年度荒川区介護保険事業特別会計補正予算（第１回）
 決算の認定（４件）
▶令和２年度荒川区一般会計歳入歳出決算
▶令和２年度荒川区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
▶令和２年度荒川区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
▶令和２年度荒川区介護保険事業特別会計歳入歳出決算

 その他（14件）
▶荒川区立南千住７丁目保育園の指定管理者の指定について
▶東尾久本町通りふれあい館の指定管理者の指定について
▶ひぐらしふれあい館の指定管理者の指定について
▶汐入ふれあい館の指定管理者の指定について
▶峡田ふれあい館の指定管理者の指定について
▶東日暮里ふれあい館の指定管理者の指定について
▶荒川区立特別養護老人ホームサンハイム荒川の指定管理者の指定について
▶荒川区立特別養護老人ホームグリーンハイム荒川の指定管理者の指定について
▶ 荒川区立南千住中部在宅高齢者通所サービスセンターの指定管理者の指定に
ついて
▶ 荒川区立グリーンハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンターの指定管理者
の指定について
▶荒川区立荒川生活実習所の指定管理者の指定について
▶荒川区立荒川福祉作業所の指定管理者の指定について
▶荒川区立特別養護老人ホーム花の木ハイム荒川の指定管理者の指定について
▶荒川区立花の木ハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンターの指定管理者の
指定について

いつでも相談可能な窓口
（24時間・年中無休）

☎０１２０（５３６）８８３

　妊娠・出産・育児の悩みを看護師
等の専門スタッフに相談できます。

あらかわキッズ・
マザーズコール24

　虐待を受けていると思われる子どもがい
た場合、すぐに児童相談所に通告・相談で
きます。

☎１
い ち は や く

８９

児童相談所虐待対応ダイヤル

期 間
会 場

▶11月    １    日㈪～14日㈰…区役所１階ロビー
▶11月12日㈮～12月５日㈰…南千住図書館３階エレベーターホール
▶11月19日㈮～25日㈭…ゆいの森あらかわ１階エントランスホール

里親普及啓発パネル展示

期 日 12月11日㈯ 時 間 午後１時30分～４時30分

会 場 ゆいの森あらかわゆいの森ホール 定 員 60人（申込順）
10月21日㈭～12月８日㈬に来所・電話・荒川区ホームページ
（右の二次元コード）で申込方法

 映画観賞会「こども食堂にて」＆
アンド

パネルディスカッション「里親について学ぶ」

児童虐待とは児童虐待 は
※児童虐待は法律で禁止されています

ＤＶＤ上映「新しい絆の作り方　特別養子縁組・里親入門」
　里親に関するＤＶＤを上映し
ます。里親普及啓発パネル展示
と併せて、ぜひ、ご覧ください。

期日 11月23日㈷ 時間 午前10時～午後３時

会場 ゆいの森あらかわゆいの森ホール

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけど
を負わせる、溺れさせる、しつけと称した体罰等

身体的虐待

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく
不潔にする、自動車の中に放置する、重い
病気になっても病院に連れて行かない等

ネグレクト（養育の放棄・怠慢）

言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的
扱い、子どもの目の前で家族に暴力をふる
う（ＤＶ）等

心理的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見
せる、ポルノグラフィーの被写体に
する等

性的虐待


